
インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症用 

 

学校で予防すべき感染症による欠席者の登校届 

  
 

対象疾病 出席停止期間の基準 

インフルエンザ  発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症  発症後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過する

まで 

 

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症にり患した場合は、保護者が登校届を

記入し学校へ提出することが可能です。医師の診断内容を下記に記入しご提出ください。 

 また、病院を受診したことがわかるように「お薬手帳の写しおよび処方されたくすりの

説明書」（生徒の名前、受診した日付、処方薬が記載されているもの）を添付してくださ

い。ただし、お薬が処方されなかった場合は、生徒の名前、受診した日付、病院名がわか

る書類の写しを添付してください。 

 

 

 

大阪府立淀川清流高等学校長様 

 

   年   組   番 名前              

 

下記の疾病にり患し、病院を受診したことを報告します。 

 

疾  病  名 ：                                 
 

出席停止期間 ：     年   月   日 ～     年   月   日  
 
 

医師の指導で、特記することがあればご記入ください。 

 

 

 

 

 

        年   月   日 

 

保護者名               


